
バスで出
かけよう

！

右記の旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約
に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

※最少催行人員25名
※催行人員により中型バスの運行になる場合がございます。


